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皆さんの出されている燃やせるごみの正体はいかに？！
～燃やせるごみの正体を解明します～

　　

　
　船引町民謡民舞の会連絡協議会による民謡・
舞踊などの発表を行います。
●日程　４月 29 日（金・祝）
　午後 0 時 30 分（開場）午後１時（開会）
●場所　市文化センター
●入場料　無料
問船引町民謡民舞の会連絡協議会
　（事務局：船引公民館）  (82-1133

令和４年度
ふねひき春のうたまつり

　　

　
　鎌倉岳は、東北百名山、花の百名山にも選ばれており、
山頂からは大滝根山や高柴山のほか安達太良山や吾妻
連峰など阿武隈山地の山々を望むことができます。
●日程　4 月 29 日（金・祝）※小雨決行
※登山者へ午前 8 時から鰍・萩平入口で先着順に記念
　品を贈呈します。
※鎌倉岳以外の山開きは、市政だより 5 月号でお知ら
　せします。
問常葉町観光協会（常葉行政局内）  (77-2371

鎌倉岳山開きのお知らせ

  田村市観光 PR名刺台紙販売中田村市観光 PR名刺台紙販売中 消防署からのお知らせ消防署からのお知らせ
あぶくま洞・小沢の桜・高柴山のヤマツツジの写真入
り台紙を販売しています。名刺、名札、プライスカー
ドやポップなどアレンジ次第でさまざまな用途に活用
できます。
●価格　1束（100枚）300円
●規格　縦 55mm ×横 91mm
●その他
在庫がなくなり次第販売は終了します。台紙のみの販
売です。印刷はご自身で行ってください。

この時季は、空気が乾燥し風が強い日が多いことから、
たき火が原因の火災が多発します。農作業の一環でた
き火をする場合、次の点に注意しましょう。
　◆消防署に届出する
　◆風の強い日は行わない
　◆必ず消火の準備をしてから行う
　◆完全に消えるまでその場を離れない
自宅などで生活ごみを燃やす
行為は禁止です。生活ごみは
自宅やその周辺で燃やしたり
せず、燃えるごみとして処分
するなど、決められたルール
を守りましょう。

問・申産業部 観光交流課 (81-2136 問郡山消防本部予防課 (024-923-8172

たき火と火災は紙一重

４月から新生活がはじまり、気持ちも新たに！ という方も多いと思います。
そこで、皆さん！ 今まで何気なく捨てていた「田村市のごみ事情」についてお教え
します！！

燃やせるごみの正体は…およそ半分がなんと紙類！
「紙類」はリサイクル可能な資源です。紙類のごみを分別
することで、出されているごみの半分が減り、ごみ袋を買
う機会も半分に減るかもしれません！
ごみを捨てる前に、もう一度よく見て正しく分別！ 一緒
にごみを減らしていきましょう☆

ごみ袋代が
半分になるわね

 介護資格の取得費用を助成します介護資格の取得費用を助成します
介護サービス事業所における職員の確保やすでに就労し
ている方の資質向上と職場定着を図るため、資格取得に
係る費用を一部助成します。
●申請受付開始　４月１日（金）から

※研修開始後の申請は助成の対象となりません。
●対象研修・定員数

・ 介護職員初任者研修　　10 人
・ 介護福祉士実務者研修　 5 人
●対象者

市内に住所を有する方で、次の①～③のいずれかに該
当する方
①一般求職者（ハローワークに求職登録している方）
②介護分野に就職を希望する高等学校等の生徒（2、3
　年生）、大学等の学生
③市内の介護サービス事業所に就業している介護職従
　事者

●助成金
研修に係る費用（受講料・教材費）
・ 介護職員初任者研修　上限 60,000 円
・ 介護福祉士実務者研修　上限 100,000 円
●要件

・ 5 年 3 月 31 日までに研修を修了し、市へ修了報告
　をする必要があります。
・ 申請者が一般求職者の場合、5 年 4 月 1 日までに
　市内の介護サービス事業所に就業する必要があり
　ます。
※申請に必要な書類など、詳しくは市ホームページ
　をご確認いただくか、高齢福祉課へお問い合せく
　ださい。

問・申保健福祉部 高齢福祉課 (82-1115

『障がい者差別解消法』は、平成 28 年 4 月に施行された法律です。障がいの
ある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障が
いあるなしにかかわらず、すべての命は、同じく大切でかけがえのないもので
す。ひとりひとりの命の重さは、障がいのあるなしによって、少しも変わるこ
とはありません。「当たり前」の価値観を改めて社会全体で共有していくこと
が何よりも大切です。障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合
いながら共に生きる社会（共生社会）を目指しています。

障がい者差別解消法
ってなあに？

●日時　4 月 28 日（木）午前 10 時～ 11 時 30 分
●場所　田村地方基幹相談支援センター
●対象者　田村市・三春町・小野町在住であれば、どなたでも参加できます。
●参加費　無料
●申込　電話でお申し込みください。
問・申田村地方基幹相談支援センター (61-5056・保健福祉部 社会福祉課 (81-2273

田村地方基幹相談支援センターだより田村地方基幹相談支援センターだより

「つどいの広場 」～同じ悩みを語り合い、互いに支え合う場～　開催

そうだったのね！ ～田村市のごみ事情～そうだったのね！ ～田村市のごみ事情～
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「ふねひき小唄」は船引町を題材とした小唄で、親しみあ
る郷土愛を唄った小唄です。伝統あるこの小唄を、一緒に
踊ってくれる方を募集します。

【ふねひき小唄練習日程】
●日時　毎月第 2 土曜日　午後 1 時 30 分～ 3 時

★日程等変更する場合があります。 

4 月 9 日 5 月 14 日 6 月 18 日
※第 3 土曜日 7 月 9 日

8 月 6 日
※第 1 土曜日

9 月 17 日
※第 3 土曜日 10 月 8 日 11 月 12 日

12 月 10 日 1 月 14 日 2 月 11 日 3 月 11 日

●場所　船引公民館　ホール（2 階）
●講師　吉田忠男さん、荒井マツヨさん、浦山静子さん
　　　　（船引町民踊民舞の会連絡協議会会員）
問船引町民謡民舞の会連絡協議会（事務局：船引公民館）
　(82-1133

参 加 者 募 集

「ふねひき小唄」を一緒に踊ってみませんか！


